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指
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ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等

助
成
制
度
を
利
用
さ
れ
て
い
る

方
の
助
成
期
間
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

引
き
続
き
、
こ
の
助
成
制
度

の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
届

け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、

８
月
分
か
ら
の
助
成
制
度
を
利

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

提
出
期
間

　

８
月
１
日
〜
31
日

　

（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

提
出
場
所

　

市
役
所
児
童
家
庭
課

※
こ
の
助
成
制
度
を
利
用
さ
れ

て
い
る
方
に
は
、
８
月
１
日
ま

で
に
届
出
用
紙
を
郵
送
し
ま
す

が
、
届
か
な
い
場
合
は
児
童
家

庭
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
児
童
家

庭
課
☎
４
４
３
│
１
６
９
３
へ
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成

　
　
制
度
の
届
け
出
は
毎
年
必
要
で
す

○
特
別
障
害
者
手
当

　

知
的
・
精
神
ま
た
は
身
体
に
、

著
し
く
重
度
の
重
複
障
害
が
あ

る
た
め
に
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と

す
る
20
歳
以
上
の
在
宅
障
害
者

の
方
に
支
給
し
て
い
ま
す
。

○
障
害
児
福
祉
手
当

　

知
的
・
精
神
ま
た
は
身
体
に

重
度
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

な
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未

満
の
在
宅
障
害
児
の
方
に
支
給

し
て
い
ま
す
。　

※
こ
の
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
、
現
況
届
書
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
必
要
書

類
や
返
信
用
封
筒
な
ど
は
８
月

５
日
㈮
に
郵
送
し
ま
す
の
で
期

間
内
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
手
当
に
は
一
定
の
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。　
　
　

○
提
出
期
間

　

８
月
11
日
〜
９
月
12
日

○
提
出
場
所　

市
役
所
福
祉
課

　

詳
し
く
は
市
役
所
福
祉
課
☎

４
４
３
│
１
６
４
９
へ
。

特
別
障
害
者
手
当
・

　
障
害
児
福
祉
手
当
を
ご
存
じ
で
す
か

　

20
歳
未
満
の
次
の
よ
う
な
方

を
監
護
し
て
い
る
方
（
父
母
ま

た
は
養
育
者
）
に
支
給
さ
れ
て

い
る
手
当
で
す
。

　

こ
の
手
当
は
、
所
定
の
診
断

書
と
世
帯
の
所
得
状
況
に
よ
っ

て
審
査
し
ま
す
が
、
障
害
児
（
者
）

福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場

合
に
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
こ
の
手
当
を
現
在
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
所
得
状

況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
必
要
書
類
や
返
信
用
封

筒
な
ど
は
８
月
５
日
㈮
に
郵
送

し
ま
す
の
で
必
ず
期
間
内
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象

 

・
身
体
に
障
害
の
あ
る
方　
　

 

・
知
的
発
達
に
遅
れ
の
あ
る
方

 

・
精
神
に
障
害
の
あ
る
方　
　

 

・
慢
性
疾
患
・
難
病
な
ど
で
日

　

常
生
活
上
、
あ
る
程
度
の
介

　

護
の
必
要
な
方
な
ど

●
提
出
期
間

　

８
月
11
日
〜
９
月
12
日

●
提
出
場
所　

市
役
所
福
祉
課

※
平
成
23
年
１
月
２
日
以
降
に

当
市
へ
転
入
さ
れ
た
方
は
、
前

住
所
地
の
市
町
村
で
発
行
す
る

平
成
22
年
分
所
得
証
明
書
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
役
所
福
祉
課
☎

４
４
３
│
１
６
４
９
へ
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
ご
存
じ
で
す
か

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
８

月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
期
間
内
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
給
さ
れ
て
い
る
方

に
は
８
月
１
日
ま
で
に
届
出
用

紙
を
郵
送
し
ま
す
が
、
届
か
な

い
場
合
は
児
童
家
庭
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

　

８
月
１
日
〜
31
日

　

（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

提
出
場
所

　

市
役
所
児
童
家
庭
課

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

・
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

・
児
童
扶
養
手
当
証
書

・
生
計
維
持
方
法
確
認
調
書

・
養
育
費
等
に
関
す
る
申
告
書

※
こ
の
ほ
か
、
受
給
者
ま
た
は

扶
養
義
務
者
の
方
が
、
平
成
23

年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
場
合
は
、
前
住
所
地
の
市
区

町
村
で
発
行
す
る
「
平
成
23
年

度
児
童
扶
養
手
当
用
所
得
証
明

書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
児
童
家

庭
課
☎
４
４
３
│
１
６
９
３
へ
。

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
は
お
早
め
に

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
や
ち
ま
た
７
月
１
日
号

の
５
ペ
ー
ジ
中
、
『
地
域
イ
ベ

ン
ト
紹
介
』
で
紹
介
し
ま
し
た
、

文
違
区
の
問
い
合
わ
せ
先
に
誤

り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫

び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

誤
：
森
田
庄
三
郎

　
　

☎
４
４
３
│
５
７
３
９

正
：
舘
形　

篤

　
　

☎
４
４
３
│
９
６
６
１

　

市
で
は
、
障
が
い
者
就
労
支

援
事
業
所
の
指
定
管
理
者
を
募

集
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
募

集
要
項
・
仕
様
書
を
ご
覧
い
た

だ
き
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

対
象
施
設

名
　
称

　

八
街
市
障
が
い
者
就
労
支
援

　

事
業
所

場
　
所

　

八
街
市
東
吉
田
７
２
９
番
地

　

１
３

施
設
概
要

構
　
造　

軽
量
鉄
骨
造
平
屋
建

建
築
面
積　

２
５
８
・
３
６
㎡

施
設
内
容

　

作
業
室
、
食
堂
、
事
務
室
、

　

相
談
室
、
会
議
室
、
休
憩
室
、

　

医
務
室

指
定
管
理
期
間

　

平
成
24
年
４
月
１
日
〜

　
　
　
　

平
成
32
年
３
月
31
日

応
募
資
格

　

指
定
期
間
中
、
安
全
か
つ
円

　

滑
に
対
象
施
設
を
管
理
運
営

　

で
き
る
印
旛
管
内
に
事
業
所

　

ま
た
は
事
務
所
を
有
す
る
社

　

会
福
祉
法
人

募
集
要
項
な
ど
の
配
布

　

８
月
１
日
㈪
〜

　

市
役
所
福
祉
課

※
募
集
要
項
な
ど
は
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す

申
請
受
付
期
間

　

８
月
８
日
〜

　
　
　
　

９
月
５
日
（
必
着
）

指
定
管
理
者
制
度
と
は
？

　

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

公
共
施
設
の
管
理
を
、
民
間
法

人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
指
定
管

理
者
に
任
せ
、
民
間
の
専
門
性

や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
、
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
と
効
率
的
な
管
理

運
営
を
目
指
す
制
度
で
す
。

　

応
募
先
な
ど
詳
し
く
は
、
市

役
所
福
祉
課
☎
４
４
３
│
１
６

４
９
へ
。

八
街
市
障
が
い
者
就
労
支
援
事
業
所
の

　
　
　
　
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す


